
相模原市監査委員公表第１３号 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１４項の規定により、令和６

年３月６日に実施した消防局の財務監査の結果に基づき講じた措置の内容について、

市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

  令和６年４月２６日 

 

 

相模原市監査委員 髙 梨 邦 彦    

 

 

同        橋 本 愼 一    

 

 

同        阿 部 善 博   

 

 

同        森   繁 之    
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１ 監査対象事務 

委託料の支出に関する事務、使用料及び賃借料の支出に関する事務 

２ 監査の日程 

令和５年１０月４日から令和６年３月６日まで 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 令和６年３月２８日 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 
  

ア 救急課の委託料の支出に関する事

務を調査したところ、救急資器材管理

供給業務(ＳＰＤ)の条件付一般競争

入札に係る公告について、市掲示場へ

の掲示を失念し、行っていなかった事

例が見られた。 

地方自治法施行令(昭和２２年政令

第１６号)第１６７条の６第１項で

は、「普通地方公共団体の長は、一般

競争入札により契約を締結しようと

するときは、入札に参加する者に必要

な資格、入札の場所及び日時その他入

札について必要な事項を公告しなけ

ればならない」とし、相模原市公告式

規則(平成２７年相模原市規則第６３

号)第２条第２項において、告示及び

公告の公表は相模原市公告式条例(昭

和２５年相模原市条例第２４号)に定

める掲示場に掲示してこれを行う旨

が規定されている。 

今後は関係諸規程を遵守し、適正に

事務を執行されたい。 

【救急課】 

令和５年１０月４日から令和６年３

月６日にかけて実施された財務監査に

おける指摘事項につきましては、次の

とおり改善措置を講じました。 

 

 アの事案は、条件付一般競争入札を

実施した際の入札に係る公告におい

て、相模原市ホームページへの掲載の

みを行い、市掲示場への掲示を行って

いなかったものです。 

 このことは関係法令、条件付一般競

争入札の手引き(令和５年４月契約課

作成)などの内容をよく確認しておら

ず、入札に当たりホームページへ掲載

のみ実施すればよいと誤って認識して

いたことが原因です。 

 今後につきましては、関係法令等を

再度確認し適正な事務の執行を徹底し

てまいります。 

【救急課】 
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イ 警防課の使用料及び賃借料の支出

に関する事務を調査したところ、次の

ような事例が見られた。 

（ア）公用自動車のリース契約における

令和５年５月分リース料の支出につ

いて、支出命令書の請求年月日は令

和５年６月１２日、添付された請求

書の請求年月日は同月１日、その収

受時に押印する受付印はバツ印を記

入した同日付けと、同月１２日付け

の２つが押印されていた。 

このことについて確認したとこ

ろ、「令和５年６月１日に請求書を受

領し、同日に支出命令書を作成し会

計管理者へ送付したが、会計管理者

の審査において当該支出命令書の不

備が確認され、同月７日に返却を受

けた。６月１２日に不備を修正し再

送付しようとしたが、同日は当該支

出命令書の支払予定日の３日前であ

り、会計管理者の審査の期日を経過

していたことから、添付した請求書

の受付印を令和５年６月１２日付け

で押印し直し、同日を請求年月日と

して支出命令書の修正処理を行っ

た」とのことであった。    

本件契約書では支払の時期は適正

な請求書を受理した日から３０日以

内と定めるところ、受付した請求書

の内容は適正で不備はなかったこと

から、修正処理に当たっては支出命

イ（ア）の事案につきましては、支

出命令書の不備により会計管理者から

返却を受けた際にすぐに修正すること

ができず、その後担当職員が不在の期

間に審査の期日を経過してしまったも

のです。このことから、支出命令書の

不備を修正後、再度会計管理者に送付

する際には、支払予定日を変更する必

要がありましたが、そのためには支出

命令書の請求日を変更しなければなら

ないと誤った認識により、請求書の受

付印を押印し直し、その日を請求書受

付日とすることにより支出命令書の請

求日を修正し支払処理を行ったもので

す。 

今回の事例を踏まえ、関係法令等を

再確認し、支出手続に当たっては、請

求書の受付印は適切に押印し、請求書

受付日を修正することのないよう、所

属職員へ周知徹底するとともに、担当

職員が審査の期日までに支払処理がで

きない場合には速やかに他の職員に引

き継ぐよう、支出事務の執行体制の見

直しを図りました。 

今後につきましては、受付印を押印

することの重要性を再認識し、適正な

支払事務を行うとともに、請求書受領

後の速やかな支出手続を徹底してまい

ります。 

【警防課】 
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令書の支払予定日を修正すべきであ

ったにもかかわらず、審査期日の経

過を理由に請求書の受付印を押印し

直し、その後の手続を行ったことは

不適正な事務処理である。 

政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律の運用方針(昭和２５年４月

７日付け理国第１４０号大蔵省理財

局長通達)に示された「対価の支払時

期」においては、支払請求書受理の

日時は将来事故発生の場合の紛争点

となり立証を要することも予想され

るため、受理請求書に受理日附印を

押捺する等請求書受理後の経過が明

瞭になるよう措置すべきとしている

ことから、請求書の受付印は適切に

押印するとともに、速やかな支出手

続により政府契約の支払遅延防止等

に関する法律(昭和２４年法律第 

２５６号)に規定する時期までの支

払に遺漏のないよう適正に事務を執

行されたい。 

【警防課】 
  

 


